
第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

申請者  団体名 

     代表者 

     住所 

     電話 

※申請者が個人の場合は団体名の欄に氏名を記入 

補 助 金 交 付 申 請 書  

  年度私道防犯灯維持管理補助金の交付を下記により申請いたします。 

記 

補助金申請金額  金       円也 

 

内訳 

ＬＥＤ灯 灯 円 

その他の灯 灯 円 

合計 円 

 

（担当者連絡先） 

氏名 

住所 

電話 

※担当者が代表者と同一者の場合は記載不要 



第２号様式（第７条関係） 

第    号 

   年  月  日 

申請者 

             様 

 

                   足立区長 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

 先に申請のあった    年度私道防犯灯維持管理補助金について、下記のとおり交付す

ることに決定したので通知します。 

記 

 

 

補助金交付金額  金     円也 

内訳 

ＬＥＤ灯 灯 円 

その他の灯 灯 円 

合計 円 

 

（注意事項） 

交付要綱第１４条に記載の「偽りその他不正な手段により補助金交付の決定を受けたと

き」、「補助金を他の用途に使用したとき」などは、交付金の全部または一部を返還して

いただく場合があります。 

 

（問い合わせ先） 

担当部署 

担当者 

連絡先 



第３号様式（第８条関係） 

 

請求書兼口座振替依頼書 

 

金       円也 

     年度私道防犯灯維持管理補助金として、上記の金額を請求いたしま

す。上記請求金額については、下記の口座に振り込んでください。 

     年   月   日 

（提出先）足立区長  

団体名 

代表者 

住 所 

※申請者が個人の場合は団体名の欄に氏名を記入 

 

振 込 先 金 融 機 関 

            銀  行            本 店 

            信用金庫            支 店 

            信用組合            出張所 

            農  協 

預 金 種 別   普通  ・  当座  （どちらかに○） 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ 
 

名 義 
 



第４号様式（第８条関係） 

委 任 状  

 
 私（甲）は    年度私道防犯灯維持管理補助金の受領について、下記の者（乙）に 

委任いたします。 

 

  年   月   日 

記 

委任者（甲） 団体                    

 住所                    

 氏名                 印（署名の場合は押印不要） 

 

※申請者が個人の場合は団体名の欄に氏名を記入 

 

受任者（乙） 団体                    

 住所                    

 氏名                 印（署名の場合は押印不要） 

 

※個人の場合は団体名の欄に氏名を記入 

＊この委任状は、請求者名義以外の口座に振り込む場合に必要です。



第５号様式（第１１条関係） 

  年  月  日 

 

団体名 

代表者 

住 所 

電 話 

※申請者が個人の場合は団体名の欄に氏名を記入 

実 績 報 告 書  

  年度の私道防犯灯維持管理補助金実績を下記により報告します。 

                記 

１ 防犯灯管理維持の内容と経費 

（    年度補助金額 全   灯      円） 

        （LED 灯  灯、他の灯   灯） 

 

 

防犯灯維持のための電気料金及び維持管理費等は以下のとおりです。 

 

内 容  経 費（円） 

  

  

  

  

  

合     計  

※年間（昨年２月から今年１月まで）の電気料金等の経費を記入してください 



様式第 6号（第１２条関係） 

足   発第    号 

   年  月  日 

 

申請者 

             様 

 

 

 

足 立 区 長   

 

 

年度私道防犯灯維持管理補助金の確定通知書 

 

先にご提出いただきました   年度私道防犯灯維持管理補助金の実績報告書の確認が

終了し、補助金の金額を確定したので、下記のとおり通知いたします。 

 

記 

 

 

１ 民有防犯灯維持管理補助金の確定額 

補 助 金 交 付 額 補 助 金 確 定 額 

  

 

 

※確定額が交付額を下回った場合においては交付要綱第１４条の規定により既に交付され

た補助金は期限を定めて返還していただくことになります。 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

担当部署 

担当： 

電話： 

 


